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 制度評価の検討 

2.4 で作成した追跡評価の実施案を元に、「4-2.制度評価の検討」を行った(図表 52の赤枠部

分)。 

図表 52 制度評価の検討の位置づけ 

 

 

以下、制度評価に関する検討結果を記載する。 

 

 制度評価の検討方法 

2021年度調査において、制度評価に関しては、課題評価の試行結果を踏まえた上で、本格的な追

跡評価を実施するにあたって必要となる情報収集の方法や集めた情報をどのように分析するのが良

いか検討を行った。 

追跡評価における制度評価は、SIP第 1期終了後の各課題あるいは研究テーマの社会実装の進捗

状況を把握した上で、その進捗の度合いに関して SIP期間中の制度的な側面がどのように寄与して

いるかを分析し、制度改善につなげることが基本となる。 

従って、制度評価における「情報収集」については、課題評価の試行を実施するにあたって PDや

研究責任者からアンケートやヒアリングを通して把握した情報のうち、制度に繋がると想定される

ものを抽出した。 

また、制度評価の本格実施に向け、「分析」のフェーズで必要となる観点等が抜け漏れることが

無いように、課題評価の試行で実施したヒアリングにおいて、PDや研究責任者から SIP第 1期の制

度の所感についてもあわせて補足的に聴取した。 
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図表 53 追跡評価の実施フロー図 

 

 

追跡評価における「分析」については、SIP第 1期終了後の各課題あるいは研究テーマの社会実

装の進捗の度合いに関して SIP期間中の制度的な側面がどのように寄与しているかを分析するため

の考え方や観点が必要となる。そのため、追跡評価の本格実施に向けて、「課題評価の試行のため

に聴取した情報」及び「補足的に把握した SIP第 1期の制度についての所感」を大きな分類で整理

し、必要となる観点の案を検討した。 

 

 制度評価の検討結果 

課題評価の試行のために PDや研究責任者から聴取した情報のうち、制度評価に通じる情報の整理

を実施したところ、大きな分類として「①課題側の事業推進における改善に繋がるもの」及び「②

課題側への側方支援・事業管理での改善に繋がるもの」と整理することができた。 

 

図表 54 課題評価の試行のために聴取した情報の整理 

 

※個別の研究開発状況に関わるため非公開 
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また、補足的に PD及び研究責任者から聴取した SIP第 1期の制度についての所感についても、同

様に「①課題側への直接支援での改善に繋がるもの」及び「②課題側への側方支援・事業管理での

改善に繋がるもの」の２分類で整理することができた。 

 

図表 55 補足的に聴取した SIP 第 1 期の制度についての所感整理 

 

 

大きな分類として設定した「①課題側の事業推進における改善に繋がるもの」と「②課題側への

側方支援・事業管理で改善に繋がるもの」を基に、「課題評価の試行のために聴取した情報」およ

び「SIP 第 1期の制度についての所感」を踏まえつつ、制度評価にあたっての観点案を検討し、以

下のとおり整理を行った。 

図表 56 制度評価にあたっての観点案 
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上記で示した 2021年度調査において検討を行った制度評価に関する観点については、SIP第 1期

の期間中に実施された制度評価において活用されている観点も含まれている。そのため、追跡評価

の本格実施の際には、それらの観点は省き、追跡評価における制度評価において特に必要と考えら

れる観点に絞っていくことも一案である。 
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 海外事例調査の実施 

SIP 追跡評価において重点を置くべき部分の明確化、観点の抜け漏れの確認を実施し、追跡評価

の実施方法の提案に反映させることを目的として、公開文献等を中心に、海外の研究開発プロジェ

クトの評価事例を収集した。 

海外事例調査は、調査対象選定軸の検討、調査対象プログラム選定、詳細調査、追跡評価の実施

方法の提案の順に実施した。 

 

図表 57 海外事例調査の目的と実施概要 
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調査対象プログラムの選定プロセスを以下に示す。検討した調査対象選定軸を元に検討優先度を

判断し、調査対象プログラムの一次スクリーニングを実施後、評価制度が存在していること、詳細

が公開されている確度が高いことを考慮して二次スクリーニングを実施し、詳細調査対象プログラ

ムの絞り込みを行った。 

図表 58 調査対象プログラムの選定プロセス 

 

 

各国の研究開発プログラムについて、調査対象選定軸の「マネジメント体制」を 3段階で絞り込

み、下図に示す①～④に分類した。SIPに類似したプログラムである①および②(DOE、DARPA、カタ

パルト)の 3つのプログラムを選定した。 

図表 59 調査対象プログラムの絞り込み 
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調査対象とした各プログラムの概要を以下に示す。 

 

図表 60 調査対象プログラムの概要 
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絞り込んだ調査対象プログラムについて、「プログラムの体制・評価」「アウトプットの考え

方・評価」「評価の考え方」の 3つの視点を設定し、詳細調査を実施した。 

図表 61 各調査対象プログラムにおける調査の視点 
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各プログラム調査結果と考察を以下に示す。 

＜DOE＞ 

DOE では、各オフィスが独立してプログラムを運営し、プログラムごとに最適な評価方法・評価

項目を選定する等、研究開発成果が最大限評価される体系を取り入れることで、納税者への成果還

元と、研究者の研究目標達成の双方を目指すことに寄与していると考えられる。 

 

図表 62 プログラム調査結果と考察(DOE) 
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＜DARPA＞ 

DARPAでは、プログラムマネージャーがプログラム管理だけでなく多方面の能力を発揮すること

を核とし、プログラムの企画から評価に至るまでの自由度を高めることにより、DARPA の目指す成

功の定義を満たす成果創出を目指していると考えられる。 

図表 63 プログラム調査結果と考察(DARPA) 
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＜カタパルト＞ 

カタパルトでは、産官学が協力して最終段階に向けたイノベーション創出および研究成果の実用

化を行うことができる場(カタパルトセンター)を設置し、産学官連携や企業間連携を推進すること

で、イノベーションの促進や研究成果の実用化を目指している。 

 

図表 64 プログラム調査結果と考察(カタパルト) 
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DOE、DARPA、カタパルトの 3つのプログラムについて、「プログラムの体制・評価」「アウトプ

ットの考え方・評価」「評価の考え方」について考察を行った。また、考察を踏まえた追跡評価を

含めた SIP評価への示唆導出と、追跡評価へ示唆または制度への示唆のうち該当するものに●を記

載した。 

 

＜プログラムの体制・評価＞ 

「課題とテーマの位置づけ」の観点では、SIPにおける課題そのものを一定期間で見直すのでは

なく、国としての重要分野を課題として定め、課題内のテーマ構成を見直すことで、期間後の波及

効果測定や追跡評価を行いやすく、課題や制度に対するフィードバックを得て改善が進みやすい体

制になるのではないかと考えられる。 

「PDの位置づけ」の観点では、PDに対して、期待する要件を予め提示して公募を行ったり、(PD

の処遇も考慮の上)プログラムの管理以外にも裁量を拡大し、より本質的な取り組みを担ってもら

うことで、PDが課題をマネジメントする際の課題間のばらつきを抑え、より高いアウトプットを求

めることができるのではないかと考えられる。 

「評価を視野に入れた体制構築」の観点では、評価を専門に行う機関による評価後、評価に基づ

いた予算策定を行う等、評価を視野に入れた体制構築を行うことで、活動や予算の追跡を行いやす

く、説明責任を果たしやすくなるのではないかと考えられる。 

図表 65 各プログラムの考察および SIP 評価への示唆(プログラムの体制・評価) 
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＜アウトプットの考え方・評価＞ 

「産業界の直接的関与」の観点では、カタパルトの例にみられるように、産業界の積極的関与を

促すことで、成果の経済的な波及が期待できるのではないかと考えられる。 

「目指す成果の階層ごとの明確化」の観点では、SIPとして目指す目標からブレイクダウンした

達成すべき成果を、 SIPにおける課題、テーマ、サブテーマ等の階層ごとに SIP開始時に明示して

おき、明示したものに対する達成度を評価することで、それを集約して課題や SIP全体の評価(追

跡評価を含む)を行うことができるのではないかと考えられる。 

「目指す成果の出口の明確化」の観点では、DARPA の例に見られるように、SIPにおいても、目指

す成果の出口(社会実装等)についての定義を明確化し、それに対して課題側が自律的に目標設定と

評価を行う等、課題ごとに柔軟な対応ができる仕組みを整備することも一案ではないかと考えられ

る。 

 

図表 66 各プログラムの考察および SIP 評価への示唆(アウトプットの考え方・評価) 
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＜評価の考え方＞ 

「追跡評価と日々の評価との連動」の観点では、評価の体系や方針を事前に開示したり、インパ

クト評価だけでなくプロセス評価も取り入れたりすることで、追跡評価と日々の活動における評価

との連続性を持たせ、波及的効果を測定しやすい評価体系になるのではないかと考えられる。 

「課題の特性に応じた評価の検討」の観点では、SIP全体に共通する評価体系や指針を提示し、

それを参考にして各課題やテーマの内容や特性に応じた評価方法や評価項目を定めることで、被評

価者の自律的な活動促進やモチベーションの向上につながるのではないかと考えられる。 

「独立評価機関の設置検討」の観点では、評価の客観性・透明性を向上させ、納税者への説明責

任を果たすため、評価専門の独立機関設置や外部専門機関への評価依頼も一案ではないかと考えら

れる。 

 

図表 67 各プログラムの考察および SIP 評価への示唆(評価の考え方) 
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3. まとめ 
本章では、2021 年度の追跡調査のとりまとめを行う。以下では、2021 年度試行の実施結果及び得

られた示唆に関するものと、2022年度の追跡評価に対する提案をそれぞれ課題評価、制度評価に分

けて記載する(図表 70の赤枠部分)。 

図表 68 追跡評価の実施方法提案の位置づけ 
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 2021 年度試行の実施結果及び得られた示唆 

2021年度の追跡調査の実施結果とそれを踏まえた示唆について、課題評価と制度評価のそれぞれ

に関してとりまとめる。 

 

＜課題評価＞ 

2021年度の課題評価は、課題内の主要テーマの選定、アンケート・ヒアリング実施(テーマご

と)、ストーリーボード作成(テーマごと)、PDヒアリング(課題ごと)を経てストーリー(課題ごと)

を作成する流れで実施した。 

 

図表 69 2021 年度の課題評価の試行プロセス 
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2021年度の課題評価の試行結果について以下に示す。 

 

図表 70 主要テーマの選定（課題ごと） 

 
 

 
図表 71 アンケート・ヒアリング（テーマごと）の実施 
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図表 72 ストーリーボード（テーマごと）の作成 

 
 

 
図表 73 PD ヒアリング（課題ごと）の実施 
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図表 74 課題毎のストーリーの作成 
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 2022 年度の追跡評価に対する提案 

以下では、2022 年度の追跡評価に対しての提言と課題評価、制度評価のそれぞれについて記載す

る。 

＜課題評価＞ 

2022年度の課題評価実施フロー案を以下に示す。 

総論として、2021年度 3課題に対して実施した試行プロセスについて、2022年度 11課題に対し

ても同様に実施することは有効であると考えられる。 

一方で、各論として 2021年度の実施を踏まえて 2022年度の実施では留意すべき事項があったた

め、検討事項として記載した。 

 
図表 75 2022 年度の課題評価実施フロー案 
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図表 76 2022 年度の課題評価項目案 

 
 

課題評価に含まれる「改善方策の提案等」について、2021年度検討を行った導出プロセスを以下

のとおり示す。 

なお、課題側から得られる社会実装に向けた改善点については、制度の見直しに繋がる情報もあ

ることが想定されるため、それらは制度評価における「将来の科学技術・イノベーション政策の企

画・立案への示唆導出」に反映させることも必要である。 

 

 
図表 77 追跡評価の実施フロー図（改善方策の提案等） 
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＜制度評価＞ 

制度評価について、2022年度への提言を記載する。 

2022年度の制度評価の実施フロー案を以下に示す。基本的には、課題評価を実施する中で制度評

価に必要となる情報を収集し、SIP終了後の状況を考慮しつつ制度全体に対する評価を行う。 

 
図表 78 2022 年度の制度評価実施フロー案 
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2021年度の追跡調査による検討結果から、2022年度追跡評価にて活用すべきものを選定した。 

 
図表 79 制度評価における 2021 年度検討結果および 2022 年度追跡評価に向けての提言 

 
 

 

今後設定する評価項目ごとに、最終制度評価の時と同様に肯定的評価と改善すべき点をまとめる

ことが一案である。以下に 2022 年度の制度評価の最終まとめのイメージを示す。 

 
図表 80 追跡評価の最終まとめイメージ 
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＜経済波及効果の算出について＞1 

 2022 年度検討する事項として、実用化に伴う波及効果を検討する観点から経済波及効果を検討す

ることが考えられる。 

 仮に経済波及効果を算出するとした場合には、以下の点について情報を収集する必要がある。 

・製品・サービスによる需要額 

・製品・サービスがどの産業部門であるか 

 

こうした情報に基づいて、産業連関表を用いた分析を実施し、直接効果、一次波及効果、二次波

及効果を足し上げることにより、経済波及効果が算出される。 

 

経済波及効果＝直接効果＋一次波及効果＋二次波及効果 

 

【用語の定義】 

経済波及効果 

新たに需要が発生したときに、その需要を満たすために次々と新た な生産が誘発されていくこ

と 

 

直接効果  

製品・サービスの売上など、新たに発生する消費や投資などの最終需要によって生じる生産額の

増加分 

 

一次波及効果 

 直接効果から生産に波及する、部品・原材料への誘発効果のこと 

 

二次波及効果 

 直接効果と一次波及効果により生み出される雇用者所得による誘発効果のこと 

 

 

2022年度の追跡評価においては、課題評価の中で得られた情報に基づいて、具体的な売上があっ

た製品・サービスに基づく経済波及効果を算出することを試みることも考えられる。 

 

 

 

  

                            
1（参考資料） 

総務省： 

https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/data/io/hakyu.htm 

茨城県： 

https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/tokei/fukyu/tokei/betsu/sangyo/documents/bunseki-

tebiki.pdf 

福井県： 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/toukei-jouhou/hakyukouka.html 
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別添資料 

・別添資料 1: アンケート調査票 

・別添資料 2：研究テーマ毎の成果一覧 

・別添資料 3：研究テーマ毎のストーリーボード 
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